
～記載例～ 
 

  年  月  日 

網走市長 宛 

改 葬 許 可 証 交 付 申 請 書（許可証） 

 墓地、埋葬等に関する法律第５条第１項に規定する改葬の許可を受けたいので、墓地、埋

葬等に関する法律施行規則第２条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

死亡者 

 

本   籍 北海道網走市〇〇丁目〇〇番地 
 

 

 

 住   所 網走市〇〇丁目〇番〇号 

氏   名 〇〇 〇〇 外    名 

※２名以上の申請

の場合は、２人目

の者から別紙に記

載 

性   別 男 ・ 女 ・ 不詳 

死亡年月日 昭和〇〇年 〇 月  〇 日 

埋葬又は 

火 葬 場 所 
□網走市八坂火葬場  ☑その他（  能取墓地   ） 

 

埋葬又は 

火 葬 年 月 日  
昭和〇〇年 〇 月  〇 日 

改葬理由 

☑ 潮見墓園合葬墓へ移転のため □ 納骨堂へ移転のため 

□ その他（                     ） 

 

改葬場所 

・札幌市○○霊園（札幌市○○町 123-4） 

・○○寺納骨堂 等 

申請者 

住   所 網走市〇〇丁目〇番〇号 

 

氏   名  〇〇 〇〇          

死亡者との続柄 

（死亡者から見た申請者） 

死亡者から見た 

続柄（例：長男） 

墓地使用者

との関係 
本人または（例：弟） 

 

改葬許可第   号 

上記（別紙）のとおり許可する。                  

                          令和  年   月   日                           

                        網走市長   水谷 洋一 

 

 

戸籍や墓地管理

者等に確認し、記

入してください。

不明な場合につ

いては、『不詳』

と記入してくだ

さい。 

焼 骨 の 場 合

は、火葬場の

名称を記入し

てください。 

埋葬（土葬）

の場合は、墓

地の名称を記

入してくださ

い。 

 

 

これから埋

蔵するお墓 

や収蔵する

お寺の名称 

及び所在地

を記入して 

ください。 

 

墓地使用者

から見た 

続柄を記入

してくださ

い。 

 



～記載例～ 
（別紙） 

死亡者に関する事項  

本 籍 北海道網走市〇〇丁目〇〇番地 

住 所 網走市〇〇丁目〇番〇号  

氏 名 〇〇 〇〇 性 別 
男・女・不詳  

死 亡 年 月 日 昭和〇〇年  〇月   〇日  

埋葬又は火葬の場所 ☑網走市八坂火葬場  □その他（              ）  

埋葬又は火葬の年月日 昭和〇〇年〇月〇日 死亡者との続柄 （例：長男の長男） 

本 籍 
 ※以下同様 

住 所 
  

氏 名 
 

性 別 男・女・不詳  

死 亡 年 月 日 年   月   日  

埋葬又は火葬の場所 □網走市八坂火葬場  □その他（              ）  

埋葬又は火葬の年月日 年  月  日 死亡者との続柄   

本 籍 
  

住 所 
  

氏 名 
 性 別 男・女・不詳  

死 亡 年 月 日 年   月   日  

埋葬又は火葬の場所 □網走市八坂火葬場  □その他（              ）  

埋葬又は火葬の年月日 年  月  日 死亡者との続柄   

 

上記（別紙）死亡者について網走市内に埋葬若しくは埋蔵又は収蔵されている事実

を証明します。 

  年  月  日 

墓地管理者  墓地等名称 〇〇寺/ ○○区長 / ○○      

          

住   所 網走市〇〇丁目〇番〇号           

          

氏   名  〇〇  〇〇         ㊞  

 

 墓地使用者承諾欄（申請者が墓地使用者でない場合） 

申請者が改葬許可申請を行うことを承諾します。 

  墓地使用者   

住   所 網走市○○丁目〇番〇号                

           

氏   名  〇〇  〇〇         ㊞   

 

 

 

 

死亡者から

見た続柄を 

記入してく

ださい。 

 

現在埋葬、 

埋蔵また

は収蔵さ

れている、

管理者の

証明の欄

です。 

 

例）●お寺 

の証明 

●郊外墓

地の場合

は区長の

証明 

※市営墓

地の場合

について

は記入不

要 

(潮見墓園

及び桂町

墓地の市

管理地） 

申請者が 

墓地使用 

者でない 

場合に、 

墓地使用者 

の記入・押

印が必要と

なります。 

 


